
目

次

規

則

○
青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
師
の
指
定
（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
主

と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を
行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
令
和
四
年
度
青
森
県
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
実
態
調
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
三

公

告

○
県
有
財
産
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
産
管
理
課
）
…
三

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
四

出
先
機
関

○
道
路
の
位
置
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

収
用
委
員
会

○
公
示
送
達
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
七

規

則

青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
七
号

青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
八
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
一
号
様
式
中

「５
免
許
証
に
旧
姓
の
併
記
を
希
望
し
ま
す
。
／
希
望
し
ま
せ
ん
。

」
を

「

に
」

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
八
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

青
森
県
報
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５
免
許
証
に
旧
姓
の
併
記
を
希
望
し
ま
す
。
／
希
望
し
ま
せ
ん
。

６
過
去
に
准
看
護
師
免
許
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
あ
る
と
き
は
、
登
録

番
号
）

第
五
百
四
十
七
号

令
和
四
年十

二
月
九
日

（
金
曜
日
）



る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指

定

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

三
浦

文
武
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

小
児
科

令
和四･
七･
一

難
病
指
定

医

松
村

功
貴
黒
石
市
国
民

健
康
保
険
黒

石
病
院

黒
石
市
北
美
町
一

丁
目
七
〇

糖
尿
病
・
内
分
泌

内
科

四･一〇･
一

難
病
指
定

医

太
田

真
二
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

消
化
器
内
科
、
血

液
内
科
、
膠
原
病

内
科

四･一〇･
四

難
病
指
定

医

鈴
木

一
郎
八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
田
向
三
丁

目
一
の
一

脳
神
経
外
科

四･一〇･一七

難
病
指
定

医

片
山

容
一
医
療
法
人
雄

心
会
青
森
新

都
市
病
院

青
森
市
石
江
三
丁

目
一

脳
神
経
外
科

四･一一･
九

青
森
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を

行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分
指
定
医

の
区
分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

変

更

年
月
日

名

称
所

在

地

変
更
前

難
病
指

定
医

松
本

敦
史

弘
前
市
立
病

院

弘
前
市
大
字
大
町

三
丁
目
八
の
一

内
科

令
和四･
四･
一

変
更
後

む
つ
総
合
病

院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

糖
尿
病
内

分
泌
内
科

変
更
前

難
病
指

定
医

岩
崎

宏
貴

独
立
行
政
法

人
国
立
病
院

機
構
弘
前
総

合
医
療
セ
ン

タ
ー

弘
前
市
大
字
富
野

町
一

整
形
外
科

四･
九･
一

変
更
後

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

変
更
前

難
病
指

定
医

福
士

謙

公
益
財
団
法

人
鷹
揚
郷
腎

研
究
所
青
森

病
院

青
森
市
大
字
石
江

字
岡
部
一
〇
一
の

一

泌
尿
器
科

四･一〇･
一

変
更
後

北
川
ひ
尿
器

科
ク
リ
ニ
ッ

ク

青
森
市
花
園
二
丁

目
四
三
の
一
八

変
更
前

難
病
指

定
医

佐
藤

和
則

国
民
健
康
保

険
五
戸
総
合

病
院

三
戸
郡
五
戸
町
字

沢
向
一
七
の
三

内
科

〃

変
更
後

独
立
行
政
法

人
労
働
者
健

康
安
全
機
構

青
森
労
災
病

院

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
南
ケ
丘
一

消
化
器
内

科

変
更
前

難
病
指

定
医

高
畑

淳
子
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

耳
鼻
咽
喉

科

四･一一･
一

変
更
後

耳
鼻
咽
喉

科
頭
頸
部

外
科
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変
更
前

難
病
指

定
医

松
原

篤

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

耳
鼻
咽
喉

科

〃

変
更
後

耳
鼻
咽
喉

科
頭
頸
部

外
科

変
更
前

難
病
指

定
医

佐
々
木

亮
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

耳
鼻
咽
喉

科

〃

変
更
後

耳
鼻
咽
喉

科
頭
頸
部

外
科

変
更
前

難
病
指

定
医

後
藤

真
一
弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

耳
鼻
咽
喉

科

〃

変
更
後

耳
鼻
咽
喉

科
頭
頸
部

外
科

変
更
前

難
病
指

定
医

竹
本

啓
伸

つ
が
る
西
北

五
広
域
連
合

つ
が
る
総
合

病
院

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二
の
三

皮
膚
科

〃

変
更
後

む
つ
総
合
病

院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
号

令
和
四
年
度
青
森
県
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
実
態
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計

調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

実
態
の
把
握
が
困
難
な
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
つ
い
て
、
青
森
県
内
の
現
状
を
把
握
し
、
課
題
を

抽
出
し
た
う
え
で
、
今
後
の
支
援
の
方
向
性
を
整
理
す
る
た
め
、
実
態
調
査
を
実
施
し
、
今
後
の

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
体
制
構
築
に
必
要
な
基
礎
資
料
を
得
る
も
の
で
あ
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

青
森
県
全
域

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
（
期
間
）

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

㈠

報
告
者
の
基
本
事
項

㈡

報
告
者
の
普
段
の
生
活
状
況

㈢

家
庭
・
家
族
の
状
況

㈣

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
認
知
度

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
日
は
、
令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
十
六

日
ま
で
の
間
で
調
査
票
を
記
入
す
る
日
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

小
学
六
年
生
の
児
童
、
中
学
二
年
生
の
生
徒
、
高
等
学
校
及
び
高
等
専
門
学
校
二
年
生
の
生
徒

並
び
に
大
学
三
年
生
の
学
生
の
全
数
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

各
学
校
等
を
通
じ
て
調
査
依
頼
等
を
送
付
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
回
答
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
と

す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
十
六
日
ま
で
と
す
る
。

公

告

県
有
財
産
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
（
建
物
、
工
作
物
等
を
含
む
。
）
の
売
却

所

在

地

地

目

地
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）
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八
戸
市
吹
上
一
丁
目
四
五
の
一
六
、
四
五
の
三
一

宅

地

三
九
〇
・
〇
三

八
戸
市
多
賀
台
二
丁
目
一
二
の
六

宅

地

二
五
八
・
九
〇

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
西
松
原
一
〇
の
五

宅

地

二
〇
九
・
三
三

三
戸
郡
南
部
町
大
字
森
越
字
上
小
路
七
の
三

宅

地

六
六
九
・
〇
三

三
沢
市
平
畑
二
丁
目
六
六
の
一
一
六

宅

地

八
五
七
・
八
七

三
沢
市
岡
三
沢
八
丁
目
五
三
の
二

宅

地

六
五
六
・
九
二

上
北
郡
七
戸
町
字
太
田
野
三
三
の
一
六

宅

地

八
一
八
・
一
七

む
つ
市
川
内
町
中
道
一
〇
四
の
四

宅

地

一
、
三
九
〇
・
一
二

む
つ
市
大
湊
新
町
九
の
一

宅

地

一
、
七
〇
二
・
五
九

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
及
び
警
察
当
局
か
ら
排
除
要
請
が
あ
る
者
に
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

三

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

一
に
掲
げ
る
土
地
の
所
在
地

四

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
入
札
案
内
書
の
交
付

場
所青

森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
総
務
部
財
産
管
理
課

青
森
市
桂
木
四
丁
目
八
の
二

協
同
組
合
タ
ッ
ケ
ン

五

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

入
札
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
総
務
部
財
産
管
理
課

２

入
札
日
時

令
和
五
年
一
月
十
二
日

午
前
九
時
か
ら

令
和
五
年
一
月
十
八
日

午
後
五
時
ま
で
（
必
着
）

３

開
札
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

南
棟
三
階
Ａ
会
議
室

４

開
札
日
時

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

午
前
十
時
か
ら

開
札
は
、
物
件
番
号
順
に
順
次
行
う
。

六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額
（
入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額
）
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

七

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

八

代
金
の
納
入
期
限

契
約
締
結
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
全
額
納
入
と
す
る
。

九

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

物
件
の
引
渡
し
は
、
現
状
有
姿
に
よ
り
行
う
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
必
ず
入
札
前
に
現
地

の
確
認
を
す
る
こ
と
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
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次
に
掲
げ
る
供
給
物
品
の
単
価
契
約
に
係
る
一
連
の
調
達

１

Ｐ
Ｐ
Ｃ
用
紙

Ａ
４

二
千
五
百
枚
入
（
予
定
数
量
二
万
二
百
七
十
箱
）

２

Ｐ
Ｐ
Ｃ
用
紙

Ａ
３

千
五
百
枚
入
（
予
定
数
量
千
四
十
箱
）

３

Ｐ
Ｐ
Ｃ
用
紙

Ｂ
４

二
千
五
百
枚
入
（
予
定
数
量
千
四
百
十
箱
）

４

Ｐ
Ｐ
Ｃ
用
紙

Ｂ
５

二
千
五
百
枚
入
（
予
定
数
量
百
八
十
箱
）

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

一
の
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
供
給
物
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
入
札
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
十
一
月
十
四
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

一
の
１
か
ら
４
ま
で
に
つ
い
て

株
式
会
社
ヒ
グ
チ

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
五
の
二
二

六

落
札
金
額
（
一
箱
当
た
り
の
単
価
契
約
金
額
）

１

Ｐ
Ｐ
Ｃ
用
紙

Ａ
４

二
千
七
百
二
十
八
円

２

Ｐ
Ｐ
Ｃ
用
紙

Ａ
３

三
千
二
百
八
十
六
円
八
十
銭

３

Ｐ
Ｐ
Ｃ
用
紙

Ｂ
４

四
千
百
八
円
五
十
銭

４

Ｐ
Ｐ
Ｃ
用
紙

Ｂ
５

二
千
五
十
七
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

一
の
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
供
給
物
品
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
四
年
十
月
三
日

出

先

機

関

上
北
地
域
県
民
局
告
示
第
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
三
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

上
北
地
域
県
民
局
長

石

橋

豊

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

三
沢
市
大
字
三
沢
字
下
久
保
四

一
の
六
七
三

八
五
・
八
八
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

令
和四･一一･三〇

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

場
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

上
北
地
域
県
民
局
長

石

橋

豊

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

二
ツ
森

圭
𠮷

上
北
郡
七
戸
町
字
二
ツ
森
家
ノ
下
九
一
の
六

令
和
四･
八･二九

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
稲

生
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

八
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

上
北
地
域
県
民
局
長

石

橋

豊
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃

丸
井

裕

山
崎

誠
一

大
坂

吉
光

種
市

廣

山
本

安
博

長
根

栄
一

仁
和

勝
千
代

中
野
渡

昇

畠
山

寿

杉
山

秀
明

立
崎

守

四
木

俊
一

下
田

利
明

久
保
田

信
一

佐
々
木

明
博

阿
部

繁

佐
々
木

和
枝

蛯
名

優
子

戸
来

傳

名
古
屋

誠
一

渡
辺

耕
一

丸
井

裕

山
崎

誠
一

十
和
田
市
西
二
十
一
番
町
四
八
の
二
九
の
一

六〃

元
町
西
二
丁
目
六
の
四
〇

〃

大
字
八
斗
沢
字
八
斗
沢
一
〇
八
の

三三
沢
市
大
字
三
沢
字
中
平
一
五
の
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
通
目
木
四
七

の
一

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
北
平
一
四
七
の
二

九
九

〃

大
字
大
沢
田
字
芋
久
保
六
一

〃

大
字
深
持
字
山
ノ
下
三
の
一

〃

大
字
三
本
木
字
佐
井
幅
三
六
の
一

〃

大
字
赤
沼
字
上
川
原
三
〇

〃

大
字
立
崎
字
堤
尻
二
五

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
岡
沼
一
〇
三

の
一

〃

〃

〃

字
七
百
五
九
の

二〃

お
い
ら
せ
町
鶉
久
保
山
一

〃

〃

一
川
目
四
丁
目
一
の
三

六
七

〃

東
北
町
大
字
大
浦
字
才
市
田
八
四
の

二三
沢
市
大
字
三
沢
字
大
津
五
八
の
二
一
六

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
下
平
六
〇
の
一

〃

大
字
藤
島
字
小
山
六
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
二
川
目
一
丁
目
七
三
の

九
二

〃

六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
堀
切
沢
六
〇

の
六
六
三

十
和
田
市
西
二
十
一
番
町
四
八
の
二
九
の
一

六〃

元
町
西
二
丁
目
六
の
四
〇

令
和四･
九･
五就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃四･
九･
四退
任

〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

大
坂

吉
光

中
野

卓

山
本

安
博

仁
和

勝
千
代

長
根

栄
一

中
野
渡

昇

畠
山

寿

杉
山

秀
明

立
崎

義
美

下
田

利
明

久
保
田

信
一

佐
々
木

明
博

種
市

廣

戸
来

傳

名
古
屋

誠
一

渡
辺

耕
一

〃

大
字
八
斗
沢
字
八
斗
沢
一
〇
八
の

三〃

〃

字
家
ノ
下
六
二
八
の

一上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
通
目
木
四
七

の
一

十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
芋
久
保
六
一

〃

大
字
三
本
木
字
北
平
一
四
七
の
二

九
九

〃

大
字
深
持
字
山
ノ
下
三
の
一

〃

大
字
三
本
木
字
佐
井
幅
三
六
の
一

〃

大
字
赤
沼
字
上
川
原
三
〇

〃

大
字
立
崎
字
立
崎
二
七

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
七
百
五
九
の

二〃

お
い
ら
せ
町
鶉
久
保
山
一

〃

〃

一
川
目
四
丁
目
一
の
三

六
七

三
沢
市
大
字
三
沢
字
中
平
一
五
の
一

十
和
田
市
大
字
藤
島
字
小
山
六
八

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
二
川
目
一
丁
目
七
三
の

九
二

〃

六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
堀
切
沢
六
〇

の
六
六
三

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
荒
屋
平
土
地
改
良
区
の
芦
沢
頭
首
工
管
理
規
程
の
変
更
を
令
和
四
年
九
月
十
五
日
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

上
北
地
域
県
民
局
長

石

橋

豊

管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項
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頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
な
取
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
取
水
を
行
い
、
毎
年
五
月
十
六

日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な

か
ん
が
い
用
水
を
放
流
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
並
び
に
こ

れ
ら
の
操
作
の
た
め
に
必
要
な
設
備
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行

う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
り
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と

る
も
の
と
す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を

理
事
長
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を

記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
荒
屋
平
土
地
改
良
区
の
中
村
頭
首
工
管
理
規
程
の
変
更
を
令
和
四
年
九
月
十
五
日
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

上
北
地
域
県
民
局
長

石

橋

豊

管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
な
取
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
取
水
を
行
い
、
毎
年
五
月
中
旬

か
ら
八
月
下
旬
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
か
ん
が

い
用
水
を
放
流
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
並
び
に
こ

れ
ら
の
操
作
の
た
め
に
必
要
な
設
備
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行

う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
り
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と

る
も
の
と
す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を

理
事
長
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を

記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

収

用

委

員

会

公
示
送
達

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二

号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
送
達
を
行
う
。

令
和
四
年
十
二
月
九
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称

令
和
四
年
十
一
月
二
十
九
日
付
け
裁
決
書
（
青
収
委
第
三
十
三
号
）

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も
そ

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま

す
。

（ ）7 青 森 県 報 第547号令和４年12月９日 金曜日



別
表

氏
名

住
所

星
と
き
子

住
所
不
明
た
だ
し
、
本
籍
地

北
海
道
旭
川
市
春
光
二
条
九
丁
目
364番

地

（ ）8青 森 県 報 第547号令和４年12月９日 金曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


